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最高裁人任第154号

令和5年1月25日

内閣総理大臣岸田文雄殿

倉三郎

(公印省略）

最高裁判所長官戸

判事補に任命されるべき者を次のとおり指堀する。

なお、本件ば裁判官会議の議を経たものである。

むら かみ

村上

あ ゆ

亜優

(発令希望日 令和5年2月1日）
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(令和5年2月1日）
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判事補任命資格調
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東京地判事補 裁判所法第43条村上亜優 平8.2.6
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最高裁人任第37号

令和5年1月25日

内閣総蓉大臣岸田文雄殿

最高裁判所長官戸倉三郎

（公印省略）

簡易裁判所判事に兼ねて任命されるべき者を孜のとおり指名する。

なお、本件は裁判官会議の議を経たものである。

おって、 1局人は、兼官たる簡易裁判所判事としての任期が令和5年2月16日限

り終了するものである。

(さいたま家庭裁判所判事兼） ぃの う愈 ゅぅ 簿
(さいたま地方裁判所判事） 判 事 井上有紀

買ノ
、､

(発令希望日 令和5年2月17日）
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簡易裁判所判事任命資格調 (令和5年2月1 7日）

根拠法規補職さるべき庁 現職及び前職 生年月日氏 名

さいたま家地判

事兼さいたま簡
裁判事
7
し

さいたま家地判

事兼さいたま濡
裁判事

井上有紀 昭55'5. 31 略(再任）

〈



宮 理 由萩

簡易裁判所の令状事件等の処理を機動的に行うために、簡易裁判所判事を兼官さ

せて裁判事務を適正に処理させたい。



最高裁人任第28号

令和5年1月25日

内閣総理大臣岸田文雄殿

最高裁判所長官戸倉三郎

（公印省略）

判 事 兼
簡易裁判所判事

(東京地方裁判所判事）
(東京簡易裁判所判事）

ほん じよう ゆだか

本條 裕

願に依り本官並びに兼官を免ずる

上記のとおり発令されたい。

な韓､本件漣裁判官会議の議を経たものである。

(発令希望日 令和5年2月6日）



官 1願退

令和 年． 月 日

内閣総理大臣 殿

東京地方裁判所判事
東京簡易裁判所判事

判 事 兼
簡易裁判所判事



叢高難人任第1 910号

令和5年1月25H

内閣総理大臣岸剛文雄殿

最高裁判所艮官戸倉三郎

（公印省略）

判 事 兼
簡易裁判所判事

(福岡高等裁判所判事）
(宮崎簡易裁判所判事）

たか

f￥
I下司

ほし りょうすけ

橋亮介

願に依り本官並びに兼官を免ずる

上記のとおり発令されたい。

なお、本件は裁判官会議の議を経たものである。

令和5年2月6日）(発令希望にI



官 願退

令和 年 月 日

内閣総理大臣 殿

福岡高等裁判所判事（宮崎支部勤務）
宮崎簡易裁判所判事

判 事 兼
簡易裁判所判事


